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１ 平成 27 年度の地方財政 

（1）平成 27 年度の経済見通しと国の予算 

ア 経済見通しと経済財政運営の基本的態度 

「平成 27 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」は、平成 27 年 1 月

12 日閣議了解、平成 27 年 2月 12 日閣議決定された。この中で、以下の平成 26 年

度の経済動向、平成 27 年度の経済見通し及び平成 27 年度の経済財政運営の基本

的態度が示された。 

（ア）平成 26 年度の経済動向 

平成 26 年度の我が国経済をみると、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、

「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」の一体的推進により、緩やかな

回復基調が続いているものの、個人消費等に弱さがみられ、年度前半には実質 GDP

成長率がマイナスとなった。 

こうした経済動向の背景には、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動減や

夏の天候不順の影響に加え、輸入物価の上昇、さらには、消費税率引上げの影響

を含めた物価の上昇に家計の所得が追い付いていないことなどがあると考えられ

る。こうした状況の下、経済の好循環を確かなものとし、地方に経済成長の成果

が広く行き渡るようにするため、「緊急経済対策」を取りまとめた。雇用・所得

環境が改善するなか、経済対策や政労使会議を含む各種政策の効果もあって、景

気は緩やかに回復していくことが見込まれる。 

物価の動向をみると、好循環が進展する中で、消費税率の引上げの影響もあっ

て前年度よりも高い伸びとなっているが、原油価格の低下等により物価上昇のテ

ンポは若干緩やかとなり、消費者物価（総合）は 3.2％程度の上昇と見込まれる。 

この結果、平成 26 年度の実質国内総生産（実質 GDP）成長率はマイナス 0.5％

程度、名目国内総生産（名目 GDP）成長率は 1.7％程度と見込まれる。 

（イ）平成 27 年度の経済見通し 

平成 27 年度の我が国経済は、「緊急経済対策」など、「平成 27 年度の経済見

通しと経済財政運営の基本的態度」に示された政策の推進や政労使の合意を踏ま

えた取組等により、実質雇用者報酬の伸びがプラスとなるなど雇用・所得環境が

引き続き改善し、好循環が更に進展するとともに、交易条件も改善する中で、堅

調な民需に支えられた景気回復が見込まれる。 
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物価については、原油価格低下の影響はあるものの、日本銀行の「量的・質的

金融緩和」の効果等もあり、消費者物価上昇率は 1.4％程度となり、GDP デフレー

ターも上昇が見込まれるなど、デフレ脱却に向け着実な進展が見込まれる。 

この結果、平成 27 年度の実質 GDP 成長率は 1.5％程度、名目 GDP 成長率は 2.7％

程度と見込まれる。 

なお、先行きのリスクとしては、海外景気の下振れや金融資本・商品市場の動

向等に留意する必要がある。 

（ウ）平成 27 年度の経済財政運営の基本的態度 

今後の経済財政運営に当たっては、引き続き、「三本の矢」からなる経済政策

（「アベノミクス」）を一体的に推進することにより、経済の好循環を確かなも

のとする。このため、政労使の合意を踏まえた取組や成長戦略を着実に実行する

ことにより、好調な企業収益を、設備投資の増加や賃上げ・雇用環境の更なる改

善等につなげ、経済の好循環の更なる拡大を実現するとともに、経済の脆弱な部

分に的を絞り、かつスピード感を持って「緊急経済対策」を実施し、地方にアベ

ノミクスの成果を広く行き渡らせていく。 

また、強い経済の実現による税収の増加等と、聖域なき徹底的な歳出削減を一

層加速させることにより、経済再生が財政健全化を促し、財政健全化の進展が経

済再生の進展に寄与するという好循環を作り出す。このため、平成 27 年度予算に

おいて、裁量的経費のみならず義務的経費も含め、聖域を設けずに大胆に歳出を

見直し、無駄を最大限縮減し、民需主導の持続的な経済成長を促す施策に重点化

を図る。平成 27 年度の PB 赤字対 GDP 比半減目標の達成が見込まれる中で、引き

続き、デフレ脱却、経済再生への取組を進めるとともに、財政健全化の旗を降ろ

すことなく、PB を 2020 年度（平成 32 年度）までに黒字化するという目標を堅持

する。平成 27 年度予算等を踏まえて、経済再生と財政健全化の両立を実現すべく、

2020 年度（平成 32 年度）の黒字化目標の達成に向けた具体的な計画を平成 27 年

の夏までに策定する。 

日本銀行には、経済・物価情勢を踏まえつつ、2％の物価安定目標を実現するこ

とを期待する。 

 

イ 国の予算 

政府は、「平成 27 年度予算編成の基本方針」（平成 26 年 12 月 27 日閣議決定）

及び「平成 27 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」に基づいて平成 27

年 1 月 14 日、平成 27 年度予算政府案を閣議決定した。 
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平成 27 年度予算は、以下のような基本的な考え方により編成された。 

（ア）平成 27 年度予算編成の基本的な考え方 

a 歳出の重点化・効率化と財政の信認確保 

東日本大震災からの復興を加速するとともに、「経済の好循環」の更なる拡

大を実現し本格的な成長軌道への移行を図りつつ中長期の発展につなげる取組

―地方の創生、女性の活躍推進、教育の再生、イノベーションの促進とオープ

ンな国づくり、安全・安心と持続可能な基盤確保―を強力に推進する。 

平成 27 年度予算において、裁量的経費のみならず義務的経費も含め、聖域を

設けずに大胆に歳出を見直し、無駄を最大限縮減し、民需主導の持続的な経済

成長を促す施策の重点化を図る。このため「新しい日本のための優先課題推進

枠」において、重点化施策を厳に絞り込んで措置する。 

民間需要や民間のイノベーションの誘発効果が高いもの、緊急性が高いもの、

規制改革と一体として講じるものを重視し、メリハリのついた予算とする。 

デフレ脱却、経済再生への取組を進めつつ、平成 27 年度の PB 赤字対 GDP 比

半減目標を着実に達成するよう最大限努力する。 

このため、国の一般会計において、非社会保障経費については、全体として

は平成 26 年度に比べてできる限り抑制し、社会保障経費についても、いわゆる

「自然増」も含め聖域なく見直し、効率化・適正化を図り、平成 26 年度からの

増加を最小限に抑える。その際、消費税率 10％引上げ時に想定されていた施策

について消費税率 8％を前提に優先順位付けを行う。 

これらの取組により、平成 27 年度予算において「中期財政計画」に基づき、

国の一般会計の基礎的財政収支をできる限り改善させる。また、新規国債発行

額について、平成 26 年度予算に比し着実に減少させる。 

b 主な歳出分野における取組 

国の一般会計歳出に占める割合が高い分野における取組の基本的な考え方は

以下のとおりである。他分野においても、経済社会構造の変化に対応しつつ、

重点化・効率化を進めていく。 

（a） 社会保障 

世界に冠たる社会保障を次世代にしっかり引き渡していくため、中期的に

受益と負担の均衡を目指しながら、持続可能な社会保障制度の確立に向けて

着実に取組を進める。 

消費税率 10％の実現は平成 29 年 4 月となるが、子育て支援、医療、介護な

ど社会保障の充実については、可能な限り、予定通り実施する。 
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医療・介護を中心に、社会保障給付について、都道府県ごとの医療提供体

制と地域の医療費の差にも着目した医療費の適正化の推進、介護職員の処遇

改善等の推進と経営状況等を踏まえた介護報酬の適正化、協会けんぽに対す

る国庫補助の安定化と超過準備金が生じた場合の特例措置、生活困窮者に対

する自立支援の強化と生活保護の適正化に取り組むなど、徹底した効率化・ 

適正化を行うことで極力全体の水準を抑制する。 

また、消費税率 8％への引上げによる財源を活用し、子育て支援など社会保

障の充実を図りつつ、高齢世代への給付が中心となっている構造を見直し、

全世代型の社会保障への転換を進める。 

（b） 社会資本整備 

社会資本整備については、厳しい財政状況の下、国民生活の将来を見据え

て、既設施設の機能が効果的に発揮されるよう計画的な整備を推進する。そ

の際、国際競争力の強化、地域の活性化、国土強靱化（ナショナル・レジリ

エンス）、防災・減災対策、老朽化対策などの諸課題への一層の重点化を図

る。 

また、選択と集中を徹底するほか、インフラの維持管理・更新に係る中長

期的なコストの縮減・平準化や、現場の担い手の確保・育成を図るとともに、

PPP/PFI の推進により民間活力の発揮を図る。 

（c） 地方財政 

経済再生の進展を踏まえて、リーマンショック後の危機対応モードから平

時モードへの切替えを進めるため、地方の税収動向等も踏まえ歳出特別枠や

地方交付税の別枠加算を見直すなど、歳入面・歳出面における改革を進め、

できる限り早期に財源不足の解消を目指し、財政の健全化を図る。 

国の歳出の取組と基調を合わせ、地方財政計画の計上の見直しを行いつつ、

必要な課題の財源を確保することでメリハリを効かせ、歳出の効率化・重点

化を図るとともに、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる

地方の一般財源の総額については、平成 26 年度地方財政計画の水準を下回ら

ないよう実質的に同水準を確保する。 

（d） 行政の徹底的な効率化 

マイナンバー制度の導入に向けて準備を進めるとともに、行政の ICT 化と

業務改革を進める。 

国家公務員の構造的な人件費の増加の抑制や、国の行政機関の機構・定員

の厳格な管理により、総人件費の抑制を図るとともに、地方公共団体に対し、 
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国の給与制度の総合的見直しを踏まえ、地域民間給与のより的確な反映な

ど適切な見直し等を要請する。 

各府省庁の事業について、基金方式は真に必要な事業に絞り込むとともに

基金の余剰資金の国庫返納に努めることを含め、毎年度の PDCA サイクルの下、

行政改革推進会議の指摘事項を的確に反映し、効果的・効率的な予算を実現

する。 

このような方針に基づいて編成された平成 27 年度の一般会計予算案の規模は 96

兆 3,420 億円で、前年度当初予算と比べると 4,596 億円増加（0.5％増）となってお

り、基礎的財政収支対象経費は 72 兆 8,912 億円で、前年度当初予算と比べると 2,791

億円増加（0.4％増）となった。 

また、東日本大震災復興特別会計の予算規模は 3兆 9,087 億円で、前年度当初予

算（3兆 6,464 億円）と比べると 2,623 億円増加（7.2％増）となった。 

財政投融資計画の規模は 14 兆 6,215 億円で、前年度計画額と比べると 1兆 5,585

億円減少（9.6％減）となった。 

なお、平成 27 年度当初予算案は、平成 27 年 2 月 12 日に国会に提出され、4月 9

日に成立した。 

（2）地方財政計画 

平成 27 年度においては、通常収支分について、極めて厳しい地方財政の現状及び

現下の経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、地方創生に対応するために必要な

経費を計上するとともに、社会保障の充実分等を含め、社会保障関係費の増加を適

切に反映した計上を行う一方、国の取組と歩調を合わせて歳出抑制を図ることとし

た。また、歳入面においては、「経済財政運営と改革の基本方針 2014」（平成 26 年

6 月 24 日閣議決定。以下「基本方針 2014」という。）及び「中期財政計画」に沿っ

て、交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額を適

切に確保することを基本として、引き続き生ずることとなった大幅な財源不足につ

いて、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補填措置を講じることとした。 

また、東日本大震災分については、復旧・復興事業及び全国防災事業について、

通常収支とはそれぞれ別枠で整理し、所要の事業費及び財源を確保することとした。 

なお、地方財政審議会からは、平成 26 年 6 月 5日に「地域の元気づくりに向けた

地方税財政改革についての意見」及び平成 26 年 12 月 26 日に地方一般財源総額の確

保や地方創生への対応などを含む「今後目指すべき地方財政の姿と平成 27 年度の地

方財政への対応についての意見」（附属資料参照）が述べられた。 
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以上を踏まえ、次の方針に基づき平成 27 年度地方団体の歳入歳出総額の見込額

を策定した。 

ア 通常収支分 

（ア）地方税制については、経済再生と財政健全化を両立するため、消費税率（国・

地方）10％（地方消費税率（消費税率換算）2.2％）への引上げ等の施行日を平

成 27 年 10 月 1 日から平成 29 年 4月 1日に変更することにあわせ、平成 27 年

度地方税制改正において、現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却・経済再生

をより確実なものにするとともに、地方創生に取り組むため、成長志向に重点

を置いた法人税改革としての法人事業税の所得割税率引下げ・外形標準課税の

拡大、ふるさと納税の拡充及び手続の簡素化等のための税制上の措置を講じる。

また、自動車取得税におけるエコカー減税の見直しや軽自動車税へのグリーン

化特例の導入など車体課税の見直し等のための税制上の措置を講じる。 

（イ）地方交付税原資の安定性の向上と充実を図るため、所得税、法人税及び酒税

の地方交付税率を見直すとともに、たばこ税を地方交付税の対象税目から除外

する。 

（ウ）地方交付税率の見直しを実施してもなお生じる地方財源不足見込額について

は、地方財政の運営に支障が生じることのないよう、次の措置を講じる。 

a 財源不足のうち建設地方債（財源対策債）の増発等により対処することとし

た残余については、平成26年度に講じた平成28年度までの制度改正に基づき、

国と地方が折半して補填することとし、国負担分については、国の一般会計か

らの加算により、地方負担分については、「地方財政法」第 5条の特例となる

地方債（臨時財政対策債）により補填措置を講じる。臨時財政対策債の元利償

還金相当額については、その全額を後年度地方交付税の基準財政需要額に算入

する。 

b これに基づき、平成 27 年度の財源不足見込額 7兆 8,205 億円については、

次により補填する。 

（a）地方交付税については、国の一般会計加算により 2兆 1,155 億円（うち

「地方交付税法」附則第 4条の 2第 2項の加算額 3,926 億円、平成 22 年

12 月 22 日付け総務・財務両大臣覚書第 3項（2）及び平成 27 年 1 月 12 日

付け総務・財務両大臣覚書第 7項に定める平成 27 年度における「乖離是

正分加算額」400 億円、地方税収の状況を踏まえた別枠の加算額 2,300 億

円並びに臨時財政対策特例加算額 1兆 4,529 億円）増額する。 
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また、交付税特別会計剰余金 1,000 億円を活用するとともに、「地方公共

団体金融機構法」附則第 14 条の規定により財政投融資特別会計に帰属させる

地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金 3,000 億円を財政投融資特

別会計から交付税特別会計に繰り入れる。 

（b）「地方財政法」第 5条の特例となる地方債（臨時財政対策債）を 4兆 5,250

億円発行する。 

（c）建設地方債（財源対策債）を 7,800 億円増発する。 

c 上記の結果、平成 27 年度の地方交付税については、16 兆 7,548 億円（前年度

比 1,307 億円、0.8％減）を確保する。 

d 交付税特別会計の借入金については、「特別会計に関する法律」附則第 4条第

1項に基づき、3,000 億円の償還を実施する。 

（エ）地方債については、極めて厳しい地方財政の状況の下で、地方財源の不足に対

処するための措置を講じ、また、地方公共団体が防災・減災対策、公共施設の老朽

化対策及び地域の活性化への取組を着実に推進できるよう、所要の地方債資金を確

保する。 

（オ）地域経済の基盤強化や雇用創出を図りつつ、個性と活力ある地域社会の構築、

住民に身近な社会資本の整備、災害に強い安心安全なまちづくり、総合的な地域福

祉施策の充実、農山漁村地域の活性化等を図ることとし、財源の重点的配分を行う。 

a 地方が自主性・主体性を最大限発揮して地方創生に取り組み、地域の実情に応

じたきめ細かな施策を可能にする観点から、一般行政経費に新たに「まち・ひ

と・しごと創生事業費」を 1兆円計上している。 

b 投資的経費に係る地方単独事業費については、公共施設等総合管理計画に基づ

き実施する公共施設の集約化・複合化等のために必要な経費として、新たに「公

共施設等最適化事業費」を 1,000 億円計上するとともに、引き続き喫緊の課題

である防災・減災対策に取り組めるよう「緊急防災・減災事業費」を 5,000 億

円（前年度同額）確保することとし、全体で前年度に比し 0.9％増額し、引き続

き、地域の自立や活性化につながる基盤整備を重点的・効率的に推進する。 

c 消費税・地方消費税の引上げによる増収分を活用した社会保障の充実として、

子ども・子育て支援、医療・介護サービスの提供体制改革、医療・介護保険制

度改革及び難病等に係る公平かつ安定的な制度の確立に係る措置を講じること

としており、当該措置に係る地方負担について所要の財政措置を講じる。 
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d 一般行政経費に係る地方単独事業費については、社会保障の充実分等を適切に

反映した計上を行うことにより、財源の重点的配分を図るとともに、地域にお

いて必要な行政課題に対して適切に対処する。 

e 消防力の充実、防災・減災対策等の推進及び治安維持対策等住民生活の安心安

全を確保するための施策を推進する。 

f 過疎地域の自立促進のための施策等に対し所要の財政措置を講じる。 

（カ）地方公営企業の経営基盤の強化、上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に

関連した社会資本の整備の推進、公立病院における医療の提供体制の整備をはじめ

とする社会経済情勢の変化に対応した事業の展開等を図るため、経費負担区分等に

基づき、一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行う。 

（キ）地方行財政運営の合理化を図ることとし、職員数の純減、事務事業の見直しや

民間委託など引き続き行財政運営全般にわたる改革を推進する。 

 

イ 東日本大震災分 

（ア）復旧・復興事業 

a 東日本大震災に係る復旧・復興事業等の実施のための特別の財政需要等を考慮

して交付することとしている震災復興特別交付税については、以下に掲げる地方

負担分等の全額を措置するため、5,898 億円を確保する。 

・直轄・補助事業に係る地方負担分 4,215 億円 

・地方単独事業分 953 億円 

・税制上の臨時的特例措置等に伴う減収分 730 億円 

b 地方債については、復旧・復興事業を円滑に推進できるよう、所要額についてそ

の全額を公的資金で確保する。 

c 直轄事業負担金及び補助事業費、「地方自治法」に基づく職員の派遣、投資単独

事業等の地方単独事業費及び「地方税法」等に基づく特例措置分等の地方税等の減

収分見合い歳出等について所要の事業費を計上する。 

（イ）全国防災事業 

a 地方税の臨時的な税制上の措置（平成 25 年度～平成 35 年度）による地方税の

収入見込額として 708 億円を計上するとともに、一般財源充当分として 275 億

円を計上する。 

b 地方債については、全国防災事業を円滑に推進できるよう、所要額についてそ

の全額を公的資金で確保する。 
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c 国の全国防災対策費に係る直轄事業負担金及び補助事業費等について、所要の

事業費を計上する。 

 

以上のような方針に基づいて策定した平成 27 年度の地方財政計画の規模は、通

常収支分は 85 兆 2,710 億円で、前年度と比べると 1兆 9,103 億円増加（2.3％増）

となり、東日本大震災分は、復旧・復興事業が 2兆 60 億円で、前年度と比べると

443 億円増加（2.3％増）、全国防災事業が 4,905 億円で、前年度と比べると 2,384

億円増加（94.6％増）となった。 

通常収支分についてみると、歳入では、地方税は 37 兆 4,919 億円で、前年度と

比べると 2兆 4,792 億円増加（7.1％増）（道府県税 16.2％増、市町村税 0.5％増）、

地方譲与税は 2兆 6,854 億円で、前年度と比べると 710 億円減少（2.6％減）、地

方特例交付金は 1,189 億円で、前年度と比べると 3億円減少（0.3％減）、地方交

付税は 16 兆 7,548 億円で、前年度と比べると 1,307 億円減少（0.8％減）、国庫

支出金は 13 兆 733 億円で、前年度と比べると 6,242 億円増加（5.0％増）、地方

債（普通会計分）は 9兆 5,009 億円で、前年度と比べると 1兆 561 億円減少（10.0％

減）となった。 

歳出では、給与関係経費は 20 兆 3,351 億円で、前年度と比べると 63 億円減少

（0.0％減）となった。なお、地方財政計画における職員数については、4,020 人

の純減としている。一般行政経費は 35 兆 589 億円で、前年度と比べると 1兆 8,395

億円増加（5.5％増）となり、このうち一般行政経費にかかる地方単独事業費は 13

兆 9,964 億円で、前年度と比べると 428 億円増加（0.3％増）となった。公債費は

12 兆 9,512 億円で、前年度と比べると 1,233 億円減少（0.9％減）、投資的経費は

11 兆 10 億円で、前年度と比べると 25 億円減少（0.0％減）となった。なお、投資

的経費に係る地方単独事業費は 5兆 2,758 億円で、前年度と比べると 479 億円増

加（0.9％増）となった。 

東日本大震災分（復旧・復興事業）についてみると、歳入では、震災復興特別

交付税は 5,898 億円で、前年度と比べると 175 億円増加（3.1％増）、国庫支出金

は 1 兆 3,717 億円で、前年度と比べると 364 億円増加（2.7％増）などとなった。

歳出では、一般行政経費は 5,723 億円で、前年度と比べると 373 億円増加（7.0％

増）、投資的経費は 1兆 3,874 億円で、前年度と比べると 31 億円減少（0.2％減）

などとなった。 

東日本大震災分（全国防災事業）についてみると、歳入では国庫支出金は 1,524

億円で、前年度と比べると 788 億円増加（107.1％増）、地方債は 2,397 億円で、
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前年度と比べると 1,414 億円増加（143.8％増）などとなった。歳出では公債費は

983 億円で、前年度と比べると 181 億円増加（22.6％増）、投資的経費は 3,922 億

円で、前年度と比べると 2,203 億円増加（128.2％増）となった。 

また、平成 27 年度の地方債計画の規模は、通常収支分が 11 兆 9,242 億円（普

通会計分 9兆 5,009 億円、公営企業会計等分 2兆 4,233 億円）で、前年度と比べ

ると 9,059 億円減少（7.1％減）となった。東日本大震災分は、復旧・復興事業が

425 億円（普通会計分 355 億円、公営企業会計等分 70 億円）で、前年度と比べる

と 118 億円減少（21.7％減）となり、全国防災事業が 2,397 億円（普通会計分）

で、前年度と比べると 1,414 億円増加（143.8％増）となった。 
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（3）平成 27 年度補正予算 

ア 平成 27 年度補正予算（第 1号） 

平成 27 年度補正予算（第 1号）は、平成 27 年 12 月 18 日に閣議決定、平成 28 年

1 月 4日に第 190 回国会に提出され、1月 20 日に成立した。 

この補正予算においては、歳出面で、「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実

施すべき対策」（平成 27 年 11 月 26 日一億総活躍国民会議決定。以下「緊急対策」

という。）及び「総合的な TPP 関連政策大綱」（平成 27 年 11 月 25 日 TPP 総合対策

本部決定）に沿って、一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策等 1兆

1,646 億円、TPP 関連政策大綱実現に向けた施策 3,403 億円、災害復旧・防災・減災

事業 5,169 億円等を追加計上するほか、既定経費の減額 1兆 4,467 億円の修正減少

額が計上された。また、歳入面で、税収 1兆 8,990 億円、前年度剰余金受入 2兆 2,136

億円等が追加計上された。 

この結果、一般会計予算の規模は、歳入歳出とも平成 27 年度当初予算に対し、3

兆 3,213 億円増加し、99 兆 6,633 億円となった。 

イ 平成 27 年度補正予算（第 1号）に係る財政措置等 

（ア）通常収支分 

この補正予算においては、国税の増収見込み等に伴い地方交付税の増が見込まれ

るとともに、歳出の追加に伴う地方負担が生じることから、以下のとおり財政措置

を講じることとした。 

a 地方交付税 

この補正予算において、「地方交付税法」第 6条第 2項の規定に基づき増額さ

れる平成 27 年度分の地方交付税の額 1兆 3,113 億円（平成 26 年度精算分 6,372

億円、平成 27 年度国税の自然増に伴うもの 6,741 億円）については、平成 27 年

度において普通交付税の調整額の復活に要する額 469 億円を交付することとした

うえで、残余の額 1兆 2,644 億円について平成 28 年度分として交付すべき地方

交付税の総額に加算して交付する措置を講じる。 

b 追加の財政需要 

（a）この補正予算により平成 27 年度に追加される投資的経費に係る地方負担額

については、原則として、地方負担額の 100％まで地方債を充当できることと

し、後年度における元利償還金の 50％（当初における地方負担額に対する算入

率が 50％を超えるものについては当初の算入率）を公債費方式により基準財政

需要額に算入し、残余については、原則として、単位費用により措置する。 
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（b）地方債の対象とならない経費については、地方財政計画に計上された追加財

政需要額（4,200 億円）の一部により対応する。 

（イ）東日本大震災分 

この補正予算においては、地方負担の追加は生じない。 

ウ 地方公務員の給与改定 

平成 27 年の国家公務員の給与改定については、平成 27 年 12 月 4日の閣議決定（公

務員の給与改定に関する取扱いについて）において、その取扱い方針が決定された

が、地方公務員の給与改定については、「地方公務員法」の趣旨に沿って適切に対応

するとともに、その実施に当たっては、国における給与法の改正の措置を待って行

うよう、「地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて」（平成 27 年 12 月 4 日

付け総務副大臣通知）で通知した。 

なお、地方財政計画ベースの所要額は、1,540 億円程度、一般財源ベースで 1,350

億円程度と見込まれたが、当該一般財源所要額については、地方財政計画上の追加

財政需要額（4,200 億円）の一部により対応することとし、新たな財源措置は行わな

いこととした。 
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（4）地方公共団体の予算 

平成 27 年度の地方公共団体の普通会計予算（9月補正後）の状況は、第 51 表のとお

りであり、普通会計予算の総額（都道府県及び市町村（一部事務組合等を除く）の単

純合計）は、前年度と比べると 1.7％増となっている。 

主な内訳をみると、歳入では、地方税が前年度と比べると 5.5％増、地方譲与税が

3.4％減、地方交付税が 0.8％減、国庫支出金が 2.4％増、地方債が 1.7％減となってい

る。一方、歳出では、人件費が前年度と比べると 0.7％増、扶助費が 4.5％増、普通建

設事業費が 2.9％増となっている。 
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（5）地方公営企業等に関する財政措置 

ア 地方公営企業 

（ア）通常収支分 

地方公営企業については、経営基盤の強化、上・下水道、交通、病院等住民生

活に密接に関連した社会資本の整備の推進、公立病院における医療の提供体制の

整備をはじめとする社会経済情勢の変化に対応した事業の展開等を図る必要があ

る。 

このため、平成 27 年度においては、次のような措置を講じることとした。 

公営企業会計と一般会計との間における経費負担区分の原則等に基づく公営企

業繰出金については、地方財政計画において 2兆 5,397 億円（前年度 2兆 5,612

億円）を計上する。 

地方公営企業の建設改良等に要する地方債については、地方債計画において公

営企業会計等分 2兆 4,233 億円（前年度 2兆 2,731 億円）を計上する。 

各事業における地方財政措置のうち主なものは以下のとおりである。 

a 簡易水道事業及び下水道事業（流域下水道、小規模集合排水処理施設及び個

別排水処理施設に係るものに限る。）については、前年度に引き続き、事業

年度における一般会計からの繰出しに代えて、臨時的に公営企業債（臨時措

置分）を措置することとし、当該臨時措置分に係る公営企業債の元利償還金

については、その全額（流域下水道のうち地方単独事業に係るものを除く。）

を後年度において基準財政需要額に算入する。 

b 病院事業については、地域の医療提供体制の確保等の観点から、平成 27 年 3

月までに新たな公立病院改革ガイドラインを策定する予定であり、また、引

き続き公立病院の再編等を推進するため、所要の地方財政措置を講じる。 

c 地方公営企業への公営企業会計の適用が円滑に実施されるよう、平成 27 年

度から平成 31 年度までの 5年間、公営企業会計の適用に要する経費について

公営企業債を措置することとし、下水道事業及び簡易水道事業の元利償還金

については、その一部を後年度において基準財政需要額に算入する。 

      d  長期的な収支見通しに基づき安定的な経営を行うことができるよう、財政融

資資金に係る公営企業債のうち上下水道事業等について、施設の耐用年数等

を踏まえて償還年限を延長する 

 

。 
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（イ）東日本大震災分 

a 復旧・復興事業 

地方公営企業に係る復旧・復興事業については、一般会計から公営企業会計

への繰出基準の特例を設け、一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを

行うこととし、当該繰出金に対しては、その全額を震災復興特別交付税により

措置することとしており、地方財政計画において 263 億円を計上する。また、

復旧・復興事業に係る地方債については、地方債計画において公営企業会計等

分 70 億円を計上する。 

b 被災施設借換債 

旧公営企業金融公庫資金（地方公共団体金融機構資金も含む。）によって取

得した施設が被災により滅失し繰上償還（補償金が課されない強制繰上償還）

を行う場合、地方公共団体金融機構資金による借換債を発行可能とし、被災施

設借換債 15 億円を計上する。 

イ 国民健康保険事業 

国民健康保険事業の厳しい財政状況に配意し、国民健康保険に対して、財政基

盤の強化のための支援措置を次のとおり講じることとした。 

（ア）都道府県が、地域の実情に応じて、都道府県内の市町村間の医療費水準等の不

均衡の調整や市町村国保財政の共同事業拡大の円滑な推進、地域の特別事情への

対応のため交付する都道府県調整交付金（給付費等の 9％分）については、その

所要額（6,816 億円）について地方交付税措置を講じる。 

（イ）国保被保険者の保険料負担の緩和を図る観点から、市町村（一部事務組合等を

除く。）が保険料軽減相当額に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への

繰入れを行う際に、当該費用に対し、都道府県が一部（都道府県 3/4、市町村 1/4）

を負担することとし、その所要額（4,618 億円）について地方交付税措置を講じ

る。 

（ウ）低所得者を多く抱える保険者を支援する観点から、市町村（一部事務組合等を

除く。）が低所得者数に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れ

を行う際に、当該費用（2,642 億円）に対し、国及び都道府県が一部（国 1/2、都

道府県 1/4、市町村 1/4）を負担することとし、その所要額（1,321 億円）につい

て地方交付税措置を講じる。なお、当該事業については、消費税財源を活用して、

平成 27 年度から拡充されている。 
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（エ）高額医療費共同事業（3,364 億円）については、市町村国保の拠出金に対し、国

及び都道府県が一部（国 1/4、都道府県 1/4、市町村国保 1/2）を負担することと

し、その所要額（841 億円）について地方交付税措置を講じる。 

（オ）国保財政安定化支援事業については、国保財政の健全化に向けた市町村一般会

計からの繰出しについて、所要の地方交付税措置（1,000 億円）を講じる。 

（カ）国民生活の質の維持・向上を確保しつつ、医療費の適正化を図ることを目的と

して、40 歳から 74 歳までの国民健康保険加入者に対して糖尿病等の予防に着目

した健診及び保健指導を行うため、特定健康診査・保健指導事業（487 億円）に

対して、国及び都道府県が一部（国 1/3、都道府県 1/3、市町村国保 1/3）を負担

することとし、その所要額（162 億円）について地方交付税措置を講じる。 

ウ 後期高齢者医療制度 

後期高齢者医療制度については、実施主体である広域連合の財政基盤の強化のた

めの支援措置を次のとおり講じることとした。 

（ア）保険料軽減制度については、低所得者に対する配慮として、後期高齢者の被保

険者の保険料負担の緩和を図る（均等割 2割・5割・7割軽減）とともに、被用者

保険の被扶養者であった被保険者の保険料軽減を行うため、都道府県及び市町村

が負担（都道府県 3/4、市町村 1/4）することとし、その所要額（2,702 億円）に

ついて地方交付税措置を講じる。 

平成 27 年度は、低所得者の保険料軽減措置（均等割 9割・8.5 割、所得割 5割

軽減）及び被用者保険の被扶養者であった被保険者の保険料軽減措置（均等割 9

割軽減）について継続される。また、被用者保険の被扶養者であった被保険者の

保険料軽減措置に伴う平成 27 年度分の財政措置については、均等割 9割軽減の

うち 4割分については国費により措置され、所要額が平成 27 年度予算に計上さ

れるとともに、均等割 9割軽減のうち 5割分については、引き続き、地方交付税

措置を講じる。 

なお、70 歳から 74 歳までの窓口負担軽減措置については、平成 26 年度から新

たに 70 歳になる者から段階的に法定の負担割合（2割）に見直すこととされ、所

要額が平成 27 年度予算に計上されている。 

（イ）高額医療費負担金（2,825 億円）については、広域連合の拠出金に対し、国及び

都道府県が一部（国 1/4、都道府県 1/4、広域連合 1/2）を負担することとし、そ

の所要額（706 億円）について地方交付税措置を講じる。 

（ウ）財政安定化基金については、保険料未納や給付増リスク等による後期高齢者医

療広域連合の財政影響に対応するため、都道府県に基金を設置しその拠出金（172
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億円）に対して国及び都道府県が一部（国 1/3、都道府県 1/3、広域連合 1/3）を

負担することとし、その所要額（57 億円）について地方交付税措置を講じる。 

（エ）実施主体である広域連合に対する市町村分担金、市町村の事務経費及び都道府

県の後期高齢者医療審査会関係経費等について所要の地方交付税措置を講じる。 
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（6）個別団体における財政健全化 

地方公共団体の財政状況は、地方税や地方譲与税の増加等の一方で、障害者等の福

祉対策等に要する経費である社会福祉費等の扶助費の増加のほか借入金残高も累積し

ていること等により、平成 26 年度決算における経常収支比率は前年度（91.6％）と比

べて 0.5 ポイント上昇の 92.1％となっており、依然として厳しい状況となっている。 

各地方公共団体においては、このような状況を踏まえて、地方税等の徴収対策、使

用料・手数料の適正化、未利用財産の売払いなどの歳入確保や、事務事業の見直し、

組織・機構の簡素効率化、外郭団体の統廃合等、定員管理・給与の適正化、民間委託

等の推進、他の地方公共団体との連携、公共施設の最適化などの自主的な行財政改革

に取り組んでいる。 

各地方公共団体における財政の健全化は一定の推進が見られ、平成 26 年度において、

青森県大鰐町が財政健全化計画の完了報告を行った結果、現状、北海道夕張市のみが

財政再生団体となっている。唯一の財政再生団体である北海道夕張市では、市民生活

に直結したサービスを維持しながら、早期の財政の再生に向けた最大限の取組を行っ

ており、個人市民税・固定資産税・軽自動車税の税率の引上げや各種使用料・手数料

の引上げなど、住民負担の増加を伴う取組等による徹底した歳入確保と、職員数の削

減や職員給与の見直しなど、行政のスリム化等による徹底した歳出削減により、財政

状況の改善を図っている。 

また、平成 26 年度決算における資金不足比率が経営健全化基準以上の公営企業は 13

会計であるが、これらの公営企業では定期的な料金改定の実施等により収入増加を図

るとともに、職員数の削減や維持管理経費の削減等により積極的な支出の削減を図っ

ているほか、収益の増加や経費の節減等により資金不足額の減少を図ることとしてい

る。 
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       区分

 年度  歳出総額  一般行政経費  歳出総額  一般歳出

昭和30 1.6 ― △ 0.8 △ 2.9
31 6.4 ― 4.4 4.8
32 9.7 ― 9.9 9.7
33 7.9 ― 15.4 11.6
34 7.8 ― 8.2 9.2
35 15.3 13.3 10.6 12.9
36 24.4 21.4 24.4 23.8
37 19.5 20.8 24.3 22.5
38 15.3 16.2 17.4 14.9
39 19.2 21.3 14.2 18.0
40 15.1 15.1 12.4 12.8
41 14.5 11.9 17.9 20.4
42 15.4 18.4 14.8 12.0
43 17.5 22.3 17.5 14.9
44 18.5 11.4 15.8 13.3
45 18.9 18.1 18.0 16.9
46 19.6 19.6 18.4 17.4
47 20.9 18.9 21.8 25.2
48 23.8 24.2 24.6 22.5
49 19.4 24.0 19.7 19.0
50 24.1 25.0 24.5 23.2
51 17.2 14.3 14.1 18.8
52 14.2 14.1 17.4 14.5
53 19.1 19.4 20.3 19.2
54 13.0 11.7 12.6 13.9
55 7.3 7.8 10.3 5.1
56 7.0 6.8 9.9 4.3
57 5.6 4.8 6.2 1.8
58 0.9 △ 1.5 1.4 △ 0.0
59 1.7 1.4 0.5 △ 0.1
60 4.6 3.8 3.7 △ 0.0
61 4.6 4.6 3.0 △ 0.0
62 2.9 1.8 0.0 △ 0.0
63 6.3 3.0 4.8 1.2

平成元 8.6 6.4 6.6 3.3
2 7.0 4.5 9.6 3.8
3 5.6 7.6 6.2 4.7
4 4.9 8.1 2.7 4.5
5 2.8 6.3 0.2 3.1
6 5.9 1.3 1.0 2.3
7 2.0 4.4 △ 2.9 3.1
8 3.4 4.1 5.8 2.4
9 2.1 2.7 3.0 1.5

10 0.0 2.9 0.4 △ 1.3
11 1.6 4.2 5.4 5.3
12 0.5 2.3 3.8 2.6
13 0.4 4.5 △ 2.7 1.2
14 △ 1.9 1.0 △ 1.7 △ 2.3
15 △ 1.5 1.1 0.7 0.1
16 △ 1.8 4.1 0.4 0.1
17 △ 1.1 5.7 0.1 △ 0.7
18 △ 0.7 8.2 △ 3.0 △ 1.9
19 △ 0.0 4.0 4.0 1.3
20 0.3 1.4 0.2 0.7
21 △ 1.0 2.7 6.6 9.4
22 △ 0.5 8.0 4.2 3.3
23 0.5 4.7 0.1 △ 0.1
24 △ 0.8 1.0 △ 2.2 △ 3.5
25 0.1 2.2 2.5 2.9
26 1.8 4.4 3.5 3.2
27 2.3 5.5 0.5 0.4

※平成23年度から、国の一般会計予算・一般歳出欄は、基礎的財政収支対象経費の伸び率を記載している。

※平成24年度以降地方財政計画の数値は、通常収支分のものである。

   地方財政計画  　国の一般会計予算

地方財政計画及び国の一般会計予算の伸び率の推移（当初ベ－ス）
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東京都市町村決算規模の推移
      （単位：千円，％）

年度  歳　　入  歳　　出 年度  歳　　入  歳　　出 

   伸　率   伸　率    伸　率   伸　率

昭和
２２

399,458 - 237,900 - ５７ 649,955,956 7.0 633,228,562 6.4

２３ 1,005,932 151.8 911,079 283.0 ５８ 680,493,260 4.7 660,961,459 4.4

２４ 1,588,254 57.9 1,485,485 63.0 ５９ 706,367,755 3.8 688,578,927 4.2

２５ 2,340,959 47.4 2,199,488 48.1 ６０ 725,853,189 2.8 706,270,799 2.6

２６ 2,666,695 13.9 2,607,213 18.5 ６１ 783,318,308 7.9 758,811,170 7.4

２７ 3,119,565 17.0 3,085,808 18.4 ６２ 860,403,187 9.8 831,096,927 9.5

２８ 4,229,434 35.6 4,033,877 30.7 ６３ 943,419,806 9.6 915,136,929 10.1

２９ 4,683,942 10.7 4,734,112 17.4
平成
元

1,052,131,733 11.5 1,023,930,480 11.9

３０ 4,883,504 4.3 4,957,427 4.7 ２ 1,166,659,652 10.9 1,135,915,861 10.9

３１ 5,478,216 12.2 5,253,600 6.0 ３ 1,213,031,210 4.0 1,186,017,510 4.4

３２ 6,529,572 19.2 6,045,561 15.1 ４ 1,308,770,015 7.9 1,279,784,071 7.9

３３ 7,715,424 18.2 7,177,120 18.7 ５ 1,321,966,414 1.0 1,293,873,008 1.1

３４ 8,939,603 15.9 8,487,205 18.3 ６ 1,287,026,687 -2.6 1,256,549,566 -2.9 

３５ 11,002,202 23.1 10,361,093 22.1 ７ 1,317,867,328 2.4 1,289,754,858 2.6

３６ 14,216,375 29.2 13,392,760 29.3 ８ 1,333,629,694 1.2 1,306,120,703 1.3

３７ 18,401,375 29.4 17,279,335 29.0 ９ 1,331,533,391 -0.2 1,306,753,639 0.0

３８ 22,570,277 22.7 21,475,635 24.3 １０ 1,325,697,121 -0.4 1,285,906,479 -1.6 

３９ 28,585,520 26.7 27,398,556 27.6 １１ 1,351,322,366 1.9 1,324,684,695 3.0

４０ 35,395,309 23.8 33,600,188 22.6 １２ 1,290,452,473 -4.5 1,258,366,335 -5.0 
 

４１ 43,775,543 23.7 42,232,783 25.7 １３ 1,304,202,796 1.1 1,269,844,481 0.9
 

４２ 51,782,172 18.3 49,690,789 17.7 １４ 1,286,203,385 -1.4 1,261,569,738 -0.7 
 

４３ 62,535,841 20.8 59,519,082 19.8 １５ 1,267,707,391 -1.4 1,240,437,077 -1.7 
 

４４ 82,755,799 32.3 78,157,847 31.3 １６ 1,281,965,092 1.1 1,252,358,087 1.0
 

４５ 106,244,187 28.4 101,825,392 30.3 １７ 1,285,902,300 0.3 1,254,251,198 0.2
 

４６ 140,006,897 31.8 136,082,392 33.6 １８ 1,316,343,961 2.4 1,279,578,945 2.0

４７ 172,793,365 23.4 167,535,463 23.1 １９ 1,347,001,552 2.3 1,313,542,819 2.7

４８ 233,889,079 35.4 226,335,866 35.1 ２０ 1,402,252,037 4.1 1,317,801,510 0.3

４９ 307,000,896 31.3 300,429,502 32.7 ２１ 1,476,385,341 5.3 1,430,863,385 8.6

５０ 337,553,068 10.0 330,548,239 10.0 ２２ 1,509,336,246 2.2 1,470,364,581 2.8

５１ 365,830,279 8.4 356,430,761 7.8 ２３ 1,509,841,674 0.03 1,465,147,905 -0.4 

５２ 412,913,918 12.9 404,418,117 13.5 ２４ 1,508,328,836 -0.1 1,464,870,331 -0.02 

５３ 471,465,515 14.2 460,008,046 13.7 ２５ 1,520,500,716 0.8 1,469,265,616 0.3

５４ 509,051,705 8.0 494,901,192 7.6 ２６ 1,575,847,694 3.6 1,528,697,708 4.0

５５ 555,604,112 9.1 542,858,527 9.7 ２７ 1,624,112,618 3.1 1,567,662,706 2.5

５６ 607,155,110 9.3 594,969,512 9.6

２  　東 京 都 市 町 村 決 算 規 模 の 推 移 等

- 442 -



平成27年度　市町村普通会計決算

　歳　　　入

地方税
44.9%

地方譲与税
0.4%

地方交付税
3.3%

地方特例
交付金
0.2%

一般財源その他
7.4%

国庫支出金
16.2%

都支出金
13.3%

地方債
4.8%

繰越金
2.9%

諸収入
1.2%

特定財源
その他
5.6%

歳入総額

1兆6,241億
13百万円

歳　　　出

扶助費
28.4%

物件費
15.1%

人件費
14.5%

公債費
5.6%普通建設事業費

10.7%

補助費等
10.0%

繰出金
11.4% 積立金

3.4%

その他
0.9%

歳出総額
1兆5,676億
63百万円
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平成27年度　経常収支比率　 【　市　】

人件費 扶助費 公債費 物件費 補助 その他
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１　総括

（表１）決算規模及び収支
（単位：百万円、％）

増（△）減率

3.1

2.5

18.7

(表２）財政指標の状況 (表３）将来にわたる財政負担の状況
(単位：％） （単位：百万円、％）

２７年度 ２６年度 対前年度比較 平成２７年度 平成２６年度 増（△）減額

実質収支比率 5.9 5.1 0.8 881,281 880,979 303

経常収支比率 88.1 90.7 △ 2.6 351,616 355,927 △ 4,311

319,453 296,331 23,122

913,445 940,575 △ 27,131

107.7 114.3

※

※ 各表の「増(△）減額」「増(△）減率」｢構成比」の数値は、千円単位の決算数値を基に算出したものである。

 

各表の計数は、原則として表示単位未満を四捨五入し、端数整理をしていないため、合計額等と一致しない場合がある。

区　　　　　　分

対標準財政規模比

地方債現在高　  A

債務負担行為翌年度
以降支出予定額　B

(注）各比率は、全市町村の加重平均である。

区　　　分

平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ２ 日

総 務 局

平成２７年度　東京都市町村普通会計決算の概要

　　○　平成２７年度の東京都市町村（２６市５町８村）の決算規模は、前年度に比べて歳入は３．１％の増、

　　　歳出は２．５％の増となり（表１）、歳入、歳出ともに３年連続で増加となった。

　　○　決算収支では、実質収支が１８．７％増の５０１億６１百万円となり（表１）、昭和５３年度以降３８年連続

　　　して全団体黒字となった。

　　○　財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、２．６ポイント減の８８．１％となった（表２）。

　　○　将来にわたる財政負担は、地方債現在高が概ね横ばいとなり、債務負担行為翌年度以降支出予定額

　　　が減少し、積立金現在高が増加したことにより、前年度に比べ２．９％減少し、９，１３４億４５百万円となった

　　　（表３）。

　　○　市町村の平成２７年度の財政状況は、地方税や地方消費税交付金などの一般財源が前年度に比べ

　　　増加したものの、経常収支比率は依然として高い水準にあり、財政構造が硬直化した状況が続いている。

　　○　今後、歳入面では、海外経済の下振れなど景気の動向に注視が必要であり、歳出面では、扶助費の

　　　増加や老朽化した公共施設の更新などに伴う負担増が見込まれる。このため、引き続き、財政基盤の強

　　　化や行財政改革に取り組むとともに、計画的で、一層効率的な財政運営を行うことが求められている。

増（△）減額

42,257

7.8

△ 2.9

増（△）減率

0.03

△ 1.2

積立金現在高   C

将来にわたる財政負担
A　+　B　-　C

区　　　　　　分 平成２６年度

歳 入 総 額

歳 出 総 額

平成２７年度

48,265

実 質 収 支

1,575,8481,624,113

1,567,663 1,528,698 38,965

7,90450,161

【問い合わせ先】  総務局行政部市町村課
【電話】　　　　　　　直通：０３-５３８８-２４３２
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２　決算規模及び収支

(表４）決算規模及び収支

(単位：百万円、％）

平成２７年度 平成２６年度 増（△）減額 増（△）減率

歳 入 総 額 A 1,624,113 1,575,848 48,265 3.1

歳 出 総 額 B 1,567,663 1,528,698 38,965 2.5

形 式 収 支 A-B=C 56,450 47,150 9,300 19.7

D 6,289 4,893 1,396 28.5

実 質 収 支 C-D=E 50,161 42,257 7,904 18.7

単 年 度 収 支 F

積 立 金 G 18,737 24,191 △ 5,454 △ 22.5

繰 上 償 還 金 H 473 230 243 105.4

積 立 金 取 崩 し 額 I 14,590 16,223 △ 1,633 △ 10.1

実 質 単 年 度 収 支 F+G+H-I 12,524 2,344 10,180 434.2

２０１９年度

△ 5,854 13,758 235.0

（１）決算規模

  ○  東京都市町村の平成２７年度普通会計決算は、歳入総額１兆６，２４１億１３百万円、歳出総額

　　１兆５，６７６億６３百万円となった。

  ○  決算規模は、前年度に比べて歳入で３．１％の増、歳出で２．５％の増となり、歳入、歳出ともに

　　３年連続で増加となった。

（２）収支

  ○  形式収支は５６４億５０百万円で、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、

　　５０１億６１百万円の黒字となった。

  ○  実質単年度収支は、１２５億２４百万円の黒字となり、前年度に比べて１０１億８０百万円の増となった。

区　　　　　　分

翌年度に繰り越すべき財源

（実質収支－前年度実質収支）
7,904

決算規模の推移

15,093

13,163
13,470

14,023

14,764
15,098 15,083 15,205

15,758

16,241

12,796

13,135
13,178

14,309

14,704
14,651 14,649 14,693

15,287

15,677

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

13,500

14,000

14,500

15,000

15,500

16,000

16,500

17,000

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 (年度)

(億円) 歳入総額

歳出総額
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３　歳入の状況

（表５）歳入内訳
(単位：百万円、％）

決算額 構成比 決算額 構成比 増（△）減額 増（△）減率

歳入総額 1,624,113 100.0 1,575,848 100.0 48,265 3.1

一般財源 911,432 56.1 872,804 55.4 38,628 4.4

地方税 728,802 44.9 726,939 46.1 1,863 0.3

うち市町村民税 359,366 22.1 358,138 22.7 1,228 0.3

うち固定資産税 284,466 17.5 283,093 18.0 1,373 0.5

地方譲与税 6,890 0.4 6,605 0.4 285 4.3

各種交付金 119,753 7.4 79,099 5.0 40,654 51.4

地方特例交付金 2,769 0.2 2,858 0.2 △ 89 △ 3.1

53,218 3.3 57,303 3.6 △ 4,085 △ 7.1

特定財源 712,681 43.9 703,044 44.6 9,637 1.4

国庫支出金 262,916 16.2 250,284 15.9 12,631 5.0

都支出金 215,249 13.3 212,388 13.5 2,861 1.3

地方債 78,239 4.8 76,232 4.8 2,007 2.6

繰越金 46,548 2.9 50,134 3.2 △ 3,586 △ 7.2

その他 109,729 6.8 114,006 7.2 △ 4,277 △ 3.8

地方交付税

（１）一般財源は、４．４％の増となった。

　　○　地方税は、０．３％の増で、３年連続で増となった。このうち、地方税の約５割を占める市町村民税は、

　　　法人税率引き下げの影響などにより、法人住民税法人税割が５．９％の減となったものの、納税義務者

　　　数の増加などにより、個人住民税所得割が１．３％の増となり、全体では０．３％の増となった。

　　○　地方交付税は、普通交付税が５．３％の減、特別交付税が１７．９％の減、震災復興特別交付税が

　　　１０４．５％の増となり、全体では７．１％の減となった。なお、平成２７年度の普通交付税交付団体数は、

　　　小金井市、国分寺市、羽村市、瑞穂町が不交付団体になったため、前年度より４団体減少し、２９団体

　　　となった。

（２）特定財源は、１．４％の増となった。

　  ○　国庫支出金は、児童保護費等負担金や地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の増などに

　　　より、５．０％の増となった。

　  ○　都支出金は、児童保護費等負担金の増などにより、１．３％の増となった。

　  ○　地方債は、一般単独事業債の増などにより、２．６％の増となった。

区　　　　分
平成２７年度 平成２６年度 対前年度比較

歳入構成比の推移

46.3 46.3 46.5 46.1 44.9

4.2 4.4 4.1 3.6 3.3

4.9 4.6 5.0 5.6 8.0

15.0 14.8 15.4 15.9 16.2

13.2 13.6 13.7 13.5 13.3

5.8 5.8 5.2 4.8 4.8

10.6 10.5 10.2 10.4 9.7
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100%
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４　歳出の状況(性質別）

（表６）歳出内訳（性質別）
(単位：百万円、％）

決算額 構成比 決算額 構成比 増（△）減額 増（△）減率

歳出総額 1,567,663 100.0 1,528,698 100.0 38,965 2.5

義務的経費 760,796 48.5 749,848 49.1 10,949 1.5

人件費 227,475 14.5 226,540 14.8 935 0.4

うち職員給 144,404 9.2 144,465 9.5 △ 61 △ 0.04

うち退職金 17,925 1.1 18,978 1.2 △ 1,053 △ 5.5

扶助費 445,901 28.4 428,822 28.1 17,079 4.0

公債費 87,420 5.6 94,486 6.2 △ 7,066 △ 7.5

投資的経費 169,999 10.8 157,866 10.3 12,133 7.7

うち普通建設事業費 168,497 10.7 156,937 10.3 11,560 7.4

うち補助事業費 56,239 3.6 50,216 3.3 6,023 12.0

うち単独事業費 111,525 7.1 106,091 6.9 5,435 5.1

その他経費 636,867 40.6 620,984 40.6 15,883 2.6

物件費 236,150 15.1 232,152 15.2 3,998 1.7

補助費等 156,563 10.0 149,269 9.8 7,293 4.9

積立金 53,739 3.4 56,104 3.7 △ 2,366 △ 4.2

繰出金 178,045 11.4 170,752 11.2 7,292 4.3

その他 12,371 0.8 12,706 0.8 △ 335 △ 2.6

（１）義務的経費は１．５％の増となった。歳出全体に占める割合は、０．６ポイント減の４８．５％となった。

    ○ 人件費は、委員等報酬が７．７％の増となったことなどにより、０．４％の増となった。

    ○ 扶助費は、障害者自立支援給付費や保育所運営費の増などにより、４．０％の増となった。

（２）投資的経費は７．７％の増となった。歳出全体に占める割合は、０．５ポイント増の１０．８％となった。

    ○ 普通建設事業費は、施設整備の増などにより、７．４％の増となった。

（３）その他の経費は２．６％の増となった。歳出全体に占める割合は、前年度と同じ４０．６％となった。

　　○ 補助費等は、プレミアム付商品券発行事業に係る経費の増などにより、４．９％の増となった。

　　○ 積立金は、財政調整基金積立額が減となったことなどにより、４．２％の減となった。

　　○ 繰出金は、国民健康保険事業会計や介護保険事業会計への繰出金の増などにより、４．３％の

　　　増となった。

区　　　　分
平成２７年度 平成２６年度 対前年度比較

歳出(性質別)構成比の推移
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５　歳出の状況(目的別）

（表７）歳出内訳(目的別）
（単位：百万円、％）

決算額 構成比 決算額 構成比 増（△）減額 増（△）減率

歳出総額 1,567,663 100.0 1,528,698 100.0 38,965 2.5

総務費 185,402 11.8 182,461 11.9 2,941 1.6

民生費 729,925 46.6 705,832 46.2 24,093 3.4

衛生費 128,499 8.2 129,124 8.4 △ 625 △ 0.5

労働費 6,825 0.4 7,207 0.5 △ 383 △ 5.3

農林水産業費 7,050 0.4 7,333 0.5 △ 283 △ 3.9

商工費 15,069 1.0 12,290 0.8 2,780 22.6

土木費 152,925 9.8 147,679 9.7 5,246 3.6

消防費 58,749 3.7 54,989 3.6 3,759 6.8

教育費 181,726 11.6 174,395 11.4 7,331 4.2

公債費 87,420 5.6 94,486 6.2 △ 7,066 △ 7.5

その他 14,073 0.9 12,901 0.8 1,171 9.1

２０１９年度

　東京都市町村における目的別歳出の大きなものは、民生費、総務費、教育費、土木費、衛生費の順となって

おり、この５項目で全体の約８８％を占めている。その主な特徴は、次のとおりである。

(1) 民生費は、社会福祉費及び児童福祉費の増などにより、３．４％の増となった。

(2) 総務費は、マイナンバー制度に係る経費や国勢調査に係る経費の増などにより、１．６％の増となった。

(3) 教育費は、小中学校施設整備に係る経費の増などにより、４．２％の増となった。

(4) 土木費は、市街地再開発事業に係る経費の増などにより、３．６％の増となった。

(5) 衛生費は、保健衛生関連経費の減などにより、０．５％の減となった。

平成２６年度 対前年度比較
区　　　　分

平成２７年度

歳出(目的別）構成比の推移

12.8 11.7 12.0 11.9 11.8
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６　財政指標

（表８）財政指標の推移
(単位：％）

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

(5.2) (5.3) (6.3) (5.4) (6.1)

4.9 5.0 5.9 5.1 5.9

(95.6) (96.3) (95.0) (94.2) (90.6)

90.8 91.6 90.9 90.7 88.1
※ 各比率は、全市町村の加重平均である。実質収支比率の（　）書きは、臨時財政対策債発行可能額

を分母から除いた率、経常収支比率の（　）書きは、臨時財政対策債及び減収補塡債(特例分)を分
母から除いた率である。

（１）実質収支比率

　○　実質収支の増に伴い、前年度を０．８ポイント上回る５．９％となった。

（２）経常収支比率

　○　前年度を２．６ポイント下回る８８．１％となった。

　○　これは、分子が扶助費の増などにより０．９％の増となったものの、分母が地方消費税交付金の

　　増などにより３．８％の増となったことによるものである。

　○　なお、臨時財政対策債及び減収補塡債（特例分）を分母から除いた率で比較すると、前年度を

　　３．６ポイント下回る９０．６％となっている。

経 常 収 支 比 率

区　　　分

実 質 収 支 比 率

経常収支比率の推移

60

65

70

75

80

85

90

95

元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 (年度)

(％)

実質収支

標準財政規模
実質収支比率   ＝

○実質収支比率

実質収支の標準財政規模に対する割合

　×　100（％）

○経常収支比率

経常経費充当一般財源等

経常一般財源等＋減収補塡債（特例分）＋臨時財政対策債
経常収支比率   ＝

義務的経費等の経常経費に占める地方税等の経常一般財源等の割合を指標化し、財政構造の弾力性を示すもの

×　100（％）
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７　将来にわたる財政負担

（表９）将来にわたる財政負担の状況
（単位：百万円、％）

平成２７年度 平成２６年度 増（△）減額 増（△）減率

地 方 債 現 在 高 A 881,281 880,979 303 0.03

B 351,616 355,927 △ 4,311 △ 1.2

積 立 金 現 在 高 C 319,453 296,331 23,122 7.8

112,596 107,848 4,747 4.4

4,538 4,245 293 6.9

202,319 184,237 18,082 9.8

913,445 940,575 △ 27,131 △ 2.9

標 準 財 政 規 模 D 848,393 822,872 25,521 3.1

107.7 114.3

区　　　　　　分

債務負担行為翌年度以降支出予定額

（１） 地方債現在高

　○　臨時財政対策債の増などにより、前年度に比べ０．０３％の増となった。

（２） 債務負担行為翌年度以降支出予定額

　○　公共施設整備に係る支出予定額の減などにより、１．２％の減となった。

（３） 積立金現在高

　○　財政調整基金が４．４％の増、その他特定目的基金が９．８％の増となったことにより、７．８％の増

　　　となった。

（４） 将来にわたる財政負担

　○　地方債現在高が増加したものの、債務負担行為翌年度以降支出予定額が減少し、積立金現在高

　　　が増加した結果、将来にわたる財政負担（地方債現在高＋債務負担行為翌年度以降支出予定額

　　　－積立金現在高）は、前年度に比べ２．９％の減となった。

（A + B - C）／D　×　100

財 政 調 整 基 金

減 債 基 金

そ の 他 特 定 目 的 基 金

将来にわたる財政負担　　　A　+　B　-　C

将来にわたる財政負担の推移
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３ 主な用語の説明  本資料における主な用語については次のとおりである。 

 

○地方公共団体関係 

１ 都市 狭義には、市のうち地方自治法による指定を受けた政令指定都市等（政令指定都市、

中核市及び特例市）以外のものをいう。平成 27 年度末現在、東京都内の市は、八王子市を除

き、この「都市」に分類される。 

２ 一部事務組合 都道府県、市町村及び特別区が、その事務の一部を共同処理するために設け

る団体（特別地方公共団体）のこと。 

 

○決算統計基本用語 

１ 地方財政状況調査 総務省が毎年度行う地方財政に関する統計調査。この調査結果は、国会

に報告され、「地方財政の状況」（地方財政白書）として公表される。 

２ 普通会計 地方公共団体における地方公営事業会計以外の会計で、一般会計のほか、特別会

計のうち地方公営事業会計に係るもの以外のものの純計額。個々の地方公共団体ごとに各会計

の範囲が異なっているため、財政状況の統一的な掌握及び比較が困難であることから、地方財

政統計上便宜的に用いられる会計区分。普通会計としてとりまとめる統計及びこの集計結果を

通常、決算統計と称する。 

３ 地方公営事業会計 地方公共団体の経営する公営企業、国民健康保険事業、後期高齢者医療

事業、介護保険事業、収益事業、交通災害共済事業等に係る会計の総称 

４ 決算額 本資料においては、特に断りのない限り、都内各市町村の普通会計決算額の合計額

（市町村決算額）を指す。 

５ 形式収支 歳入決算額から歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額 

６ 実質収支 当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額を見るもので、形式収支から、

翌年度以降に繰り越すべき継続費逓次繰越(継続費の毎年度の執行残額を継続最終年度まで逓

次繰り越すこと。)、繰越明許費繰越(歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事

由等により年度内に支出を終わらない見込みのものを、予算の定めるところにより翌年度に繰

り越すこと。)等の財源を控除した額 

７ 単年度収支 実質収支は前年度以前からの収支の累積であるので、その影響を控除した単年

度の収支のこと。具体的には、当該年度における実質収支から前年度の実質収支を差し引いた

額 

８ 実質単年度収支 単年度収支から、実質的な黒字要素(財政調整基金への積立額及び地方債

の繰上償還額)を加え、赤字要素(財政調整基金の取崩し額)を差し引いた額 

 

○歳入関係 

１ 一般財源 通常、地方税、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税の合計額を指す。市

町村においては、これらのほか、都道府県から交付を受ける利子割交付金、配当割交付金、株

式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金及び自動車取得税交付金(こ

れに政令指定都市では、軽油引取税交付金が加わる。)を加算した額をいう。 

２ 一般財源等 一般財源のほか、目的が特定されていない寄付金など、一般財源と同様に財源

の使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源を合わせたもの。 

３ 地方譲与税 国税として徴収し、そのまま地方公共団体に対して譲与する税。地方公共団体

の財源とされているものについて、課税の便宜その他の事情から、徴収事務を国が代行してい

る。地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税等がある。 

４ 地方特例交付金 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方公共団

体の減収を補塡するために交付される減収補塡特例交付金をいう。 

５ 地方交付税 地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ、地方行

政の計画的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ
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税のそれぞれの一定割合及び地方法人税の全額を、国が地方公共団体に対して交付する税。地

方交付税には、普通交付税と災害等特別の事情に応じて交付する特別交付税とがある。普通交

付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不

足額)を基本として交付される。 

６ 基準財政需要額 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が、合理的かつ妥当

な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を算定するものであり、各行

政項目ごとに、次の算式により算出される。 

単位費用       ×測定単位    ×補正係数 

(測定単位1当たり費用) (人口・面積等)  (寒冷補正等) 

７ 基準財政収入額 普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測

定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定する

ものであり、次の算式により算出される。 

(市町村の場合)   標準的な地方税収入×100分の75＋地方譲与税等 

８ 国庫支出金 国と地方公共団体の経費負担区分に基づき、国が地方公共団体に対して支出す

る負担金、委託費、特定の施策の奨励又は財政援助のための補助金等をいう。 

９ 都(道府県)支出金 都(道府県)の市町村に対する支出金。都(道府県)が自らの施策として単

独で市町村に交付する支出金と、都(道府県)が国庫支出金を経費の全部又は一部として交付す

る支出金とがある。 

10 財源対策債 昭和51年度以降、地方財源不足額を補てんするために発行された建設地方債 

11 減収補塡債 地方税の収入額が標準税収入額を下回る場合、その減収を補うために発行する

地方債。地方財政法（昭和23年法律第109号）第5条に規定する建設地方債として発行され

るものと、建設地方債を発行してもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足

を生ずると認められる場合に、地方財政法第5条の特例として発行される特例分がある。 

12 減税補塡債 恒久的な減税等による地方公共団体の減収額を埋めるために、地方財政法第5

条の特例として発行する地方債。税の振り替わりとしての性格を持つものであり、一般財源と

同様に普通建設事業以外の経費にも充当できる。平成19年度地方債計画において皆減となっ

た。 

13 臨時財政対策債 地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられ

る地方財政法第５条の特例として発行される地方債。平成13年度から28年度の間において、

通常収支の財源不足額のうち、財源対策債等を除いた額を国と地方で折半し、国負担分は一般

会計から交付税特別会計への繰入による加算（臨時財政対策加算）、地方負担分は臨時財政対

策債により補てんすることとされている。また、臨時財政対策債の元利償還金相当額について

は、その全額を後年度地方交付税の基準財政需要額に算入することとされている。 

 

○歳出関係 

１ 目的別歳出 行政目的に着目した歳出の分類。地方公共団体の経費は、その行政目的によっ

て、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費、公

債費等に大別することができる。 

２ 性質別歳出 経費の経済的性質に着目した歳出の分類であり、義務的経費、投資的経費及び

その他の経費に大別することができる。 

３ 義務的経費 地方公共団体の歳出のうち、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費をい

う。職員給等の人件費、生活保護等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費からなってい

る。 

４ 投資的経費 道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設など社会資本の整備に要する経

費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費から構成されている。 

５ 補助事業 地方公共団体が国から負担金又は補助金を受けて実施する事業 

６ 単独事業 地方公共団体が国からの補助等を受けずに、独自の経費で任意に実施する事業 

７ 国直轄事業 国が、道路、河川、砂防、港湾等の建設事業及びこれらの施設の災害復旧事業
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を自ら行う事業。事業の範囲は、それぞれの法律で規定されている。国直轄事業負担金は、法

令の規定により、地方公共団体が国直轄事業の経費の一部を負担するものである。 

 

○財政分析指標 

１ 経常収支比率 地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、

公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源等の額が、

地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源等(経常一般財源等)、減

収補塡債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占める割合 

２ 公債費負担比率  地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一

つで、公債費に充当された一般財源等の一般財源等総額に対する割合 

３ 実質収支比率 実質収支の標準財政規模に対する割合 

４ 財政力指数 地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除し

て得た数値の直近３か年度の平均値 

５ 標準財政規模 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の

規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税及び臨時財政対策債発行可能額を加算した額 

 

○地方財政計画等  

１ 地方財政計画 内閣が作成する、翌年度の地方公共団体の歳入歳出総額の見込額に関する書

類のこと。地方財政計画には、①地方交付税制度とのかかわりにおいての地方財源の保障を行

う、②地方財政と国家財政・国民経済等との調整を行う、③個々の地方公共団体の行財政運営

の指針となる、という役割がある。 

２ 地方債計画 地方財政法第5条の3第11項に規定する同意等を行う地方債の予定額の総額

等を示した年度計画 

３ 債務負担行為 数年度にわたる建設工事、土地の購入等翌年度以降の経費支出や、債務保証

又は損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生したときの支出を予定するなどの、将

来の財政支出を約束する行為。地方自治法で予算の一部を構成することと規定されている。 

４ 基金 条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又

は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産をいう。その性質・目的から、積立基

金（財産を維持し、又は資金を積み立てるための基金）と定額運用基金（定額の資金を運用す

るための基金）とに分類することができる。 

５ 財政調整基金 積立基金のうち、地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するも

の 

６ 減債基金  積立基金のうち、地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設

けられるもの 

７ 特定目的基金 積立基金のうち、財政調整基金、減債基金の目的以外の特定の目的のために

財産を維持し、資金を積み立てるために設置される基金 
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